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四谷中学校    〒193-0813 東京都八王子市四谷町５５５ 

TEL（四谷中学校代表）   ０４２－６２６－０９６１ 

（四谷中ステップ教室）  ０４２－６２６－０９７５ 

 

恩方中学校      〒１９２－０１５６ 東京都八王子市上恩方町１１ 

TEL   ０４２－６５１－３６５２ 

川口中学校      〒１９３－０８０１ 東京都八王子市川口町２５５５ 

TEL   ０４２－６５４－２４８５ 

城山中学校      〒１９３－０８２１ 東京都八王子市川町７９２－２ 

TEL   ０４２－６６５－７２５６ 

元八王子中学校  〒１９３－０８１６ 東京都八王子市大楽寺町４１５ 

TEL   ０４２－６２４－３２０１ 

TEL   ０４２－６５４－２４８５ 



【特別支援教室の概要】 

１ 拠点校  八王子市立四谷中学校〈平成２７年４月１日学級開設〉 

２ 教室名  特別支援教室 ステップ 

３ 巡回校  恩方中学校・川口中学校・城山中学校・元八王子中学校 

４ 教職員 

  巡回指導教諭 4 名 

  特別支援教室専門員 各校１名 

 

【対象生徒】 

・友達との関わり方が上手くいかず、円滑な人間関係を作るのが苦手。 

・集団での活動では注意がそれてしまい、集中を持続して活動することが苦手。 

・努力しているのに「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」など 

の力が、なかなか積み上がっていかない。 

・場面によって緊張が高くなり、自分の体験や考えを表現することが苦手。等 

 

【特別支援教室 教育目標】 

・他者との関わりを通して、正しい言動をとれる力を育む。 

・自己肯定感や自己受容力を高め、社会性の向上を図る。 

・自身の特性を理解し生活上の困難を改善しながら、 

学校・家庭・地域生活の充実を図る。 

 

【指導の重点】 

・自分の気持ちや情緒をコントロールして、変化する状況に適切に対応する力を育

む。 

・生活上の困難を改善・克服する意欲の向上を図る。 

・自他の理解を深め、対人関係を円滑にし、集団参加の基盤を培う。 

・場や相手に応じて、コミュニケーションを円滑に行うことができる力を育 

む。 

 

 

 

 

 

 

 



【指導について】 

・自立活動が中心となります。学級に在籍する生徒が特別支援教室に来室して、課

題に応じた支援、指導を受けます。教室での授業の補習は行いません。 

・連携型個別指導計画に基づき、個別指導や小集団活動を基本として指導を行いま

す。 

・時間割りは、生徒の実態や教科を考慮し決定します。週１時間の授業(音楽・美術

等)は在籍学級で受けるようにします。時間割作成にあたり、各々の希望を伺いま

すが、指導体制の都合上、要望に応えられない場合もあります。 

 

【授業形態】 

個別指導：個々の生徒の課題に応じた学習内容を行います。 

授業の一部で他の生徒と一緒に活動することもあります。 

 

小集団指導：自ら考える力・社会生活に必要なスキル・コミュニケーションについ 

ての学習内容を行います。 

１年生、新規の２・３年生に対して授業設定しています。 

 

【在籍生徒数】（令和８年４月１日現在・巡回指導校生徒数も含む） 

 

学 年 １ 年 ２ 年 ３ 年 合 計 

生徒数 １８ ２２ １６ ５６ 

 

【指導期間について】 

生活上生じる困難さの軽減を目標とし、原則１年間（途中入室の生徒は、 

入室した年度の翌年度末まで）指導を行います。 

※ 各校の支援員会において指導目標が達成できず、在籍学級のみの支援への移行は

難しいと判断した場合、保護者と合意形成を図り延長する場合があります。 

4月 4月

4月10月

年度初めから入室の場合

年度途中から入室の場合



【再入室について】 

目標を達成して退室した生徒が、生活上の困難が生じ、再度特別支援教室での指

導が必要な場合、各校支援委員会において検討し保護者との合意形成を図り、再入

室を行います。再入室の期間は、退室後３か月から６か月の間となります。 

 

【入級までの流れ 中学生版版】 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作成日：令和８年４月 

 

 

 

※小学６年生の中学校特別支援教室手続きについては在籍小学校へご相談ください。 
※小学校の特別支援教室に通っている場合、中学校での見学・体験は希望する家庭 
のみとなります。 

市教育センター内・就学相談へ学校から申込をします。 
（２月１日～８月３１日までの間） 
保護者の方には学校へ知能検査結果報告書(WISC 等)の提出をし
ていただきます。 

担当になった就学相談員と保護者・生徒で面接が行われます。 

在籍校の先生が体験可能日を確認し、保護者と日程調整を行い
ます。日程が決まりましたら「生徒の体験」「保護者面談」を行
います 

 

お子様に適切と思われる教室・学級を判定します。 
調整会議では当日保護者・生徒の面談がある場合があります。 

 

 就学相談調整会議の判定結果の連絡があります。 
特別支援教室の利用が適切と判断された場合は、入級となりス
テップ教室での指導が開始となります。 

在籍校の先生や特別支援教育コーディネーターに相談します。 
在籍校の支援委員会で支援の検討を行います。特別支援教室の
体験が必要と判断した場合は体験を行います。 

③学校が教育委員会
へ申し込み 

④就学相談で面談 

②特別支援教室体験 

⑤就学相談調整会議 

⑥教室・学級の決定 

①支援に関する相談 



 


